
 

   割賦販売法の抜本的改正に関する意見書 

 

現在、年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超えるクレジット払いの住宅リ

フォーム工事や呉服、貴金属など高額商品の「次々販売」が繰り返されたり、ク

レジット契約を悪用したマルチ商法、内職商法などの悪質商法の被害が大きな社

会問題となっています。こうした被害の多くは、販売業者が顧客の支払能力を考

慮せずにクレジット販売を行える仕組みとなっており、クレジット会社も顧客の

支払能力をチェックせずに契約を認めることにより発生しています。 

このように深刻なクレジット被害を防止するため、経済産業省の産業構造審議

会割賦販売分科会基本問題小委員会は、平成１９年２月から、クレジット被害の

防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を行い、１１月に最終

報告をまとめました。この報告を受け、来年の通常国会に改正案が提出される予

定であります。 

今回の改正では、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるよ

う、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現す

る法制度が必要であります。 

よって、国会及び政府におかれては、法改正に当たり、次の事項が実現される

よう、強く要望いたします。 

１ クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないよ

うに、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。 

２ クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、

加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取り消し・解除であると

きは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定するこ

と。 

３ １回又は２回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃

止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。 

４ 個品方式のクレジット事業者（契約書型クレジット）について、登録制を設

け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。 

  

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 

平成１９年１２月２５日 

 

           長岡市議会議長  五 井 文 雄 

 

（あて先） 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣 


